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平成３０年２月



特定空家等の判定基準の考え方 

１ 特定空家等の定義 

(1) 空家特措法上の特定空家等の定義（法第２条第２項） 

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな

いことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るため

に放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。 

 

(2) 特定空家等の判定の観点 

特定空家等は「将来の蓋然性を含む概念であり、必ずしも定量的な基準により一律

に判断することはなじまない」（「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を

図るために必要な指針（ガイドライン）第２章）としていることも踏まえつつ、以下

の３つの観点から特定空家等を判定します。 

 

〔特定空家等を判定する３つの観点〕 

(1) 建築物の物的状態 

住宅地区改良法に基づく不良度判定を判定基準の参考とし、不良度を評点項目毎に

判定し、それらの評点の合計が一定点数以上になるものを対象とします。 

 

(2) 周辺に及ぼす影響 

特定空家等が悪影響を及ぼすことを踏まえ、隣家等への倒壊の危険性や倒壊や落下、

転倒等による第三者への危険の可能性を考慮します。 

 

(3) 悪影響の程度と危険等の切迫性 

悪影響の程度が社会通念上許容される範囲かどうか、又は危険等の切迫性が高いか

どうかを地域の実情に応じて考慮します。 
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２ 特定空家等の判定基準の考え方 

(1) 判定の考え方 

イ 建築物の物的状態 

法の特定空家等の定義の内、「保安上危険となるおそれがあるもの」については、

生命に危険を及ぼしますが、「衛生上有害となるおそれのある状態」、「景観を損

なっている状態」、「生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状

態」については、直ちに生命に危害を及ぼす要因とは考えにくいです。よって、「保

安上危険となるおそれがあるもの」を重要視して整理し、他は地域の実情に応じて

勘案する要因であることから、島原市空家等対策委員会において判定し、市長が決

定します。 

 

〔建築物等の不良度と周辺への影響内容〕 

項 目 建築物等の不良度判定 
周辺への影響度 生命の 

危険性 

保安上

危険 

倒壊等 
住宅不良度の 

判定基準等を参照 

・隣家との距離 

・敷地周辺の道路 

（歩行者通行量、通学路等） 

・人家の密度の状況（DID地区等） 

高い 

落下・転倒等 

衛生上有害 － 
・草木の越境、ごみ投棄等 

・病害虫、悪臭等 
低い 

景観阻害 周辺景観との不調和 ・景観計画に不適合 － 

生活環境保全 － ・立木、動物、臭気等 － 

 

ロ 周辺に及ぼす影響 

空家等の状態が同じ建物であっても、周辺環境への影響度合いが重要な要素と

なります。周辺への影響度合いは、空家等が立地する環境、特に周辺住民や通行

人等に人命の危険が及ぶ可能性がある場合に優先的に評価をしていきます。 

また、市街地と山間部では、人家の密集度合いや周辺環境等で評価が異なってき

ます。 

 

〔周辺に及ぼす影響内容〕 

項 目 考え方 内容 

保安上危険 

周辺の居住者や通行車

が多い地域に立地する

空家等については優先

的に評価する。 

◇敷地の接道状況・周りの道路の状況等 

歩行者通行量が多い、通学路等の道路に面す

る空家等 

◇他の住宅（隣家等）との距離や人家の密集度 

 密集市街地等、隣家などほかの住宅が密に隣接

している地域 

衛生上有害 

景観阻害 

生活環境保全 

上記と同様であるが、人

命への危険性等の観点

から、やや優先度が低

い。 

上記に同じ 
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ハ 悪影響の程度と危険等の切迫性 

気候等の条件や景観保全に係るルールの有無等、悪影響の程度が社会通念上許

容される範囲かどうか、又は危険等の切迫性が高いかどうかを地域の実情に応じ

て考慮します。 

 

(2) ガイドラインを参考とした考え方 

イ 建築物の保安上の危険性については、ガイドラインに示された考え方を参考に

定量的に評価をします。 

ロ 衛生上有害・景観阻害・生活環境の保全はガイドラインに示された考え方によ

り評価します。 

 

(3) 判定の方法 

イ 通報を受けての現地調査等建築物内には立ち入らず、特定空家等判定シートを

用いて、公道より外観目視による調査を行います。 

ロ 特定空家等判定シートでは「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」を参

考とした不良度の評点数（100点以上）や、境界までの離れ、周囲の状況や立地

場所等を総合的に評価し、特定空家等の対象と位置づけます。 

ハ 特定空家等は法第14条第１項に基づく「助言・指導」をおこないます。 

ニ 法第14条第2項に基づく勧告以上の手続きを行う場合、法第９条に基づく立入

調査等を実施するほうが望ましいです。 
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３ 特定空家等判定シート（外観目視により判定できる項目） 

－ －
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□

□

□

□

空家台帳番号 所有者氏名 所在地

排水設備 30雨水 雨樋がないもの

Ⅰ　建築物の不良判定（不良度基準：100点以上） 該当 有 ・ 無

評定区分 評点項目 評点内容
評点 最高

評点

構　造 階　数 調査日 調査員氏名

該当

50構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

外壁 外壁の構造が粗悪なもの

構造一般
の程度

① 基礎
構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

構造の腐朽
又は

破損の程度

③
基礎
土台

柱、梁

柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は

く崩壊の危険性があるもの

④ 外壁

外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地

外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著し

く下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を

生じているもの

25

100

破損しているもの等小修理を要するもの

基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、

梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の

もの

基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著し

ったもの

屋根が著しく変形したもの

⑤ 屋根

屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏り

があるもの

屋根葺き材料に著しい剥落があるもの

軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下が
25

15

15

100

数か所に腐朽又は破損のあるもの等大修理を要する

25

50

が露出しているもの

50延焼の恐れがある外壁の壁面数が３以上あるもの

屋根 屋根が可燃性材料で葺かれているもの

防火上又は
避難上の

構造の程度

⑥ 外壁
延焼の恐れのある外壁があるもの

敷地境界との関係
敷地境界までの離れ 概ね

軒高 概ね

〔備考〕
　　一の評点項目につき該当評点内容が２又は３ある場合には、当該評点項目の評点は、当該評点

　内容に応じる各評点のうち最も高い評点とする。また、判定は「外観目視による住宅の不良判定
　の手引き（案）〔平成23年12月　国土交通省住宅局　住環境整備室〕」を参考にすること。

合計 点

Ⅱ　敷地境界（道路境界、隣地境界）までの離れが軒高以下 該当 有 ・ 無

該当

地域が重要とする産業がある 該当

Ⅲ　被害をもたらす要因の有無 該当 有 ・ 無

周囲の状況

公道に面している 該当

人家密集地 該当

不特定多数の人が集まる施設に近い 該当

学校に近い 該当

通行量が多い 該当

通学路がある 該当

Ⅳ　地域の実情に応じた悪影響の程度や危険等の切迫性の要因の有無 該当 有 ・ 無

悪影響の程度
と切迫性

水源地に近い 該当

人口集中地区（DID地区）内に立地 該当

景観計画区域内に立地  
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参考資料 外観目視による住宅の不良度判定の手引き 
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 不良住宅は、住宅地区改良法施行規則第１条（住宅の不良度の測定方法等）の

規定により、同規則別表第一「住宅の不良度の測定基準」により不良度を評定し、

合算した評点１００以上のものが不良住宅と判定される。 

 住宅の不良度判定の実務においては、住宅の屋根の崩落や柱等が著しく傾斜し

ているなど、判定の際に生命等に危険がおよぶ可能性がある場合や、所有者が不

明な場合も少なくない。 

 このため、本手引きでは、外観目視により簡易に判定することができる項目と

して、「住宅の不良度の測定基準」のうち、４つの判定区分・８評定項目について、

取りまとめた。 
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島原市特定空家等判定の手引き 

平成３０年２月 

島原市 建設部 都市整備課 
 

〒855-8555 長崎県島原市上の町 537番地 

TEL：0957-62-8020 

FAX：0957-62-9101 

Email：kenchiku-shido@city.shimabara.lg.jp 


